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［抄録］「行政文書の管理に関するガイドライン」の改正を受けて、各行政機関では保存期間が�年以上

の行政文書を行政ファイル管理簿に追記するとともに、行政文書ファイル管理簿と共有フォルダの分

類・構成を一体的に再検討することが求められている。この検討作業を支援するため、行政文書ファイ

ル管理簿上に記載された行政文書のタイトルからコサイン類似度を用いて文書間の類似度を測定するこ

とにより、行政文書ファイル管理簿に新たに追記すべき行政文書などの参考情報を各課室の文書管理担

当者に提示する手法の確立を目指した。�つの行政機関を事例にして、各課室が保管している行政文書

の集合を課室単位で比較したところ、同一部局内の異なる課室間よりも、異なる部局において同種の業

務を所掌する課室間で類似度が高くなる傾向が見られた。そこで、これらの課室が保管している行政文

書をあらためて文書単位で比較することにより、調査対象の課室が保管している文書を、①同種の業務

を所掌する課室に共通して存在する文書、②他の課室には存在しない文書、③調査対象の課室にのみ存

在しない文書に分類して提示した。今後、各行政機関で実務的な検討を行う場において、今回の提案が

他の手法に対してどの程度の利便性や有用性を持つのか検証する必要がある。

［キーワード］行政文書ファイル管理簿、共有フォルダ、コサイン類似度

Proposal of support function related to organization of official documents.

Toshiki SHIMBARU

［Abstract］With the amendment of guidelines for managing official documents, each administrative

organizations are required to organize administrative documents. For the two administrative

organizations as subjects, we measured the similarity between the groups of official documents in each

division by calculating cosine similarity. The similarity became larger between the divisions that engage

in the same kind of work in different bureaus. Then, we compared documents between the divisions

with high similarity and got reference information to organize each document.
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� はじめに

行政機関が扱う行政文書の管理については「公文書

等の管理に関する法律｣1)（以下、「公文書管理法」）

により定められている。このうち、行政文書の具体的

な管理方法は「行政文書の管理に関するガイドライ

ン｣2)（以下、「ガイドライン」）により示されている。

各行政機関はこのガイドラインに基づき行政文書管理

規則を定めており、ガイドラインの内容は各行政機関

の行政文書管理体制に大きな影響を与えている。

これまでのガイドラインとこれに基づく各行政機関

の行政文書管理体制にはいくつかの問題があった。�

つ目は、行政機関が保管すべき行政文書の範囲が曖昧

であり、その線引きが各行政機関の担当者の裁量に任

されている部分が大きい事であった。行政文書の範囲

について、公文書管理法は「行政機関の職員が職務上

作成・取得した文書（図面及び電磁的記録を含む）で

あり、組織的に用いるものとして当該機関が保有して

いるもの｣1) と規定しているが、ガイドラインは「職

員が自己の執務の便宜のために保有している写しや起

案の下書き段階のメモは行政文書には当たらない」と

述べる一方で「それらのメモに法律立案の基礎となっ

た国政上の重要な事項に係る意思決定が記録されてい

る場合などは行政文書として適切に保存すべき」との

見解を示すにとどまり、これらの記述を解釈してどこ

までを行政文書の範囲と捉えるかについては、その形

態や内容によって個々に判断されていたのが実状で

あった。

�つ目の問題として、行政文書に設定する保存期間

の問題があった。ガイドラインは各行政文書に保存期

間を設定する際の目安とすべき年数と行政文書の例を

表形式で提示していたが、これらの例が適用されない

行政文書については「本表の規定を参酌し、当該文書

管理者が所掌する事務及び事業の性質、内容等に応じ

た保存期間基準を定めるものとする」としており、提

示された例に合致しない行政文書の保存期間は各課室

の文書管理者の判断で決定される状況であった。

また、これらに起因する�つ目の問題として、保存

期間が�年以上の明確な行政文書が管理簿に記載され

て公表される一方、他の多くの行政文書か否か個別に

判断を要する文書（個人資料を含む）や保存期間が�

年未満の行政文書が各課室の共有フォルダ内にまとめ

て保管されている実態があった3)。

こうした中、いわゆる「南スーダン日報問題｣5)、「森

友学園問題｣8)、「加計学園問題｣12) の中で、政府や行

政機関の政策決定に対する疑念への説明が求められた

場面において、政府や行政機関の解釈により、政策決

定の過程を明らかにする手がかりとなる文書が、ある

時は保存期間が過ぎているとして公開されず、ある時

は行政文書に非該当であり正確性に欠くものとして無

効とされる事案が相次いで発生した。政府や行政機関

のこうした対応が公然と行われ、行政文書が「健全な

民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源｣1) に成

り得ていないとして行政文書管理体制のあり方が厳し

く問われることとなった。

新原：行政文書の分類・整理に係る支援機能の提案

49



� ガイドラインの改正と本研究の目的

2.1 ガイドラインの改正点

先の�つの事案を受けて、内閣官房長官（当時）が

ガイドラインを見直す方針を示し14)、公文書管理委員

会における審議を経て2017年12月にガイドラインが改

正され、行政文書の範囲や保存期間の設定に関する規

定が次のとおり変更された。

まず、行政文書の範囲について、改正ガイドライン

は「個人文書を共有フォルダから除外することを徹底

すること」として個人資料を共有フォルダから分離す

ることを強く求めた。本記述は、共有フォルダ内から

個人資料を除外して共有フォルダ内には行政文書のみ

を保管させる（実際には、共有フォルダ内に残された

ファイルを一律に行政文書と見なす）ことを意図した

ものと考えられる。一方で、共有フォルダから個人資

料を除外する際に考慮すべき行政文書の該当性の判断

について、改正ガイドラインは「『行政文書』の該当

性は、文書の作成又は取得の状況、当該文書の利用の

状況、保存又は廃棄の状況等を総合的に考慮して実質

的に判断される」と追記するに止まり、その判断は引

き続き各課室の文書管理者と文書管理担当者（以下、

「文書管理担当者」）に任されたままになっている。

また、行政文書に設定する保存期間について、改正

ガイドラインは、意志決定の過程や事業実績等の合理

的な跡付け・検証のために必要となる行政文書につい

て、（歴史公文書等に該当しない場合でも）「原則とし

て�年以上の保存期間を定める」こととし、例外的に

保存期間を�年未満とすることができる�類型15)を提

示した。さらに、�類型に該当しない行政文書の保存

期間を�年未満とする場合にも当該文書の廃棄時期を

記録・公表することを求めた。

これらの改正により、共有フォルダ内に残された

ファイルは、例外的に認められた�類型に該当する行

政文書等を除き、基本的には「保存期間が�年以上の

行政文書」、すなわち管理簿に記載して管理しなけれ

ばならない行政文書に位置付けられることとなった。

さらに、共有フォルダ内に残るこれらのファイルにつ

いて、改正ガイドラインは「行政文書ファイル管理簿

上の分類に従った階層構造にする等、共有フォルダの

構成を行政文書ファイル等として管理しやすい構造と

する」として、共有フォルダ内のファイルの分類・整

理の方法にまで踏み込んで言及し、管理簿と共有フォ

ルダの分類・構成を対応させてファイルを保管するこ

とを求めている。

2.2 本研究の目的

ガイドラインの改正に伴い、各行政機関は課室単位

で設置された文書管理担当者が主体となって、共有

フォルダ内にあって新たに保存期間が�年以上の行政

文書とされたファイルを管理簿に追記するとともに、

管理簿と共有フォルダの分類・構成を一体的に再検討

することが求められている。しかし、共有フォルダ内

に保管されているファイルの数は非常に多く（例え

ば、斉藤典明と金井敦16)や新原俊樹17)は課室内の班・

係の単位で運用される共有フォルダの事例として、

ファイル数が数万〜数十万個に上るケースを報告して

いる）、これらの作業には多くの負担を伴う。

こうした状況において、自課室と同種の業務を所掌

する他の課室の管理簿に記載されている行政文書の情

報や管理簿の分類・構成に関する情報は、各課室の文

書管理担当者が管理簿に追記すべき行政文書の選定や

管理簿（及び共有フォルダ）の分類・構成の再検討を

進める際の参考になると考えられる。

そこで本研究では、文書管理担当者による行政文書

管理体制の見直しを効率的に進めるため、行政文書間

の類似度を用いて、自課室と同種の業務を所掌する課

室を特定し、これらの課室の管理簿に記載された行政

文書との比較に基づき自課室の管理簿に記載すべき行

政文書を提示する機能を開発することとした。

� 研究手法

本研究では、実際に行政機関が保管している行政文

書を対象とした。本研究の対象とした行政機関の概要

と行政文書の種類及び行政文書間の類似度として用い

た指標は次のとおりである。
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3.1 研究対象とした行政機関と行政文書

本研究では、行政機関の一例として、国土交通省に

関連する�つの行政機関（以下、「行政機関①」、「行

政機関②」）を対象とした。行政機関①には各地域を

所管する�つの地方支分部局（以下、「部局�」〜「部

局�」）があり、各部局は概ね	課室（以下、「A課」

〜「H 課」）で構成されている18)。これらの課室のう

ち、A，B，Cの�課が人事、会計などの事務を所掌し、

D，E，F，G，Hの�課が行政機関①に固有の実務を

所掌している。行政機関②にも
つの地方支分部局

（以下、「部局 1ʼ」〜「部局 9ʼ」）があり、各部局は概

ね�課室（以下、「I課」、「J課」）で構成されている18)。

このうち I 課が事務を所掌し、J課が行政機関②に固

有の実務を所掌している。

電子政府の総合窓口19)を通じて、各課室が管理簿に

記載し公表している保存期間�年以上の行政文書（以

下、管理簿に記載された行政文書を「文書」という）

の一覧を入手した。これらの文書のうち、期間別（年

度別、期別）に繰り返し作成される文書をまとめて�

案件としたほか、どの課室にも共通して存在する文書

（出勤簿や休暇簿など）を除外したところ、行政機関

①については5,139件、行政機関②については1,752件

の文書を得た。第�図は各課室が保管している文書に

ついて、部局別にその数と割合を示したものである。

第�図が示すとおり、主に事務を所掌する課室（行

政機関①では A，B，C 課、行政機関②では I 課）に

おいて多くの文書を保管している傾向が見られた。

3.2 コサイン類似度の算出

本研究では、情報検索や文章の自動要約等の分野に

おいて文書間の類似度を測る指標としても利用される

「コサイン類似度」を使用し、管理簿上の文書間の類

似度を測定することとした。�つの文書を比較してコ

サイン類似度を算出する一連の手順を第�図に示す。

コサイン類似度の算出に先立ち、各文書に対応した

ベクトルを定義するため、収集した文書のタイトルに

含まれる単語とそれらの出現回数を行政機関別に集計

した（第�表）。集計に当たっては、自由記述の文章

を客観的かつ量的に分析するためのツールである

新原：行政文書の分類・整理に係る支援機能の提案

51

第�図 各課室が保管している行政文書の数 第�図 コサイン類似度の算出手順



「KH Coder｣20) 21))を使用した。なお、KH Coder は、

文章を単語レベルに分解した上で品詞を付与する形態

素解析器として「茶筌｣22) を実装している。

集計した単語の中からコサイン類似度の計算に用い

る単語を複数（行政機関①については全ての文書を通

じて10回以上出現した341語、行政機関②については

�回以上出現した300語)23) 選別し、これらの語と同

数の次元を有するベクトル空間上に各文書に対応する

ベクトルを配置した（第�図の手順�）。配置したベ

クトルの各成分の値については、各文書のタイトルに

含まれる各単語の出現頻度を示す指標（TF：Team

frequency）と、全ての文書を通じての各単語の希少

性を示す指標（IDF：Inverse Document Frequency）

の積により決定した（第�図の手順�）。これらのベ

クトルの成す角（ θとする）の余弦値（cos θ）が、

�つの文書間のコサイン類似度となる（第�図の手

順�）。

3.3 本研究で使用するコサイン類似度の特性

一連の手順で算出したコサイン類似度は文書のタイ

トルに含まれる単語に基づき算出したものであり、コ

サイン類似度が大きくても文書の内容が一致している

とは限らない。そこで、行政機関①に保管されている

各文書の組合せとコサイン類似度の値を整理した。こ

こで、一例としてコサイン類似度が0.8となった文書

の組合せを第�図に示す。

第�図について、事例�では、a，b 各文書のタイ

トルを構成する語への送り仮名の付け方が異なってい

るが、�つの文書の内容は一致している。事例�で

は、文書 cが歳入歳出外現金の計算に関係する書類全

般を集約しているのに対し、文書 d はこれらの書類

の一つである歳入歳出外現金出納計算書に限定してお

り、両文書の集約範囲は厳密には一致していない。事

例�では、文書 eが行政監査プログラムとその運営方

針に関係する資料を集約範囲としているのに対し、文

書 f は同プログラムとその監査資料を集約範囲として

おり、両文書の集約範囲に共通する部分は多いと考え

られるが完全には一致していない。事例�では、g，

h いずれの文書も規程・要領・指針等（以下、「規程

等」）を集約する点で類似しているが、文書 g が通信

業務に関係する規程等を集約するのに対し、文書 h

は観測業務に関係する規程等を集約することから、両

文書の内容は全く異なるものとなっている。このよう

にコサイン類似度が同じ値の組合せであっても、�つ

の文書の内容が一致する組合せ（以下、「一致」）のほ

か、一方の文書が他方を内包する関係にある組合せや

両者の一部のみが共通する組合せ（以下、「部分一

致」）、タイトルを構成する単語がほぼ同じであるにも

拘らず文書の内容が全く異なる組合せ（以下、「不一
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第�表 文書のタイトルに含まれる単語一覧
（行政機関別、上位20語を抜粋）

第�図 コサイン類似度が0.8となるファイルの組合
せ事例



致」）がある。

第�図は、行政機関①における各文書の比較事例に

基づき、コサイン類似度の各値の組合せの中に「一致」

「部分一致」「不一致」のそれぞれの組合せが占める割

合を集計したものである。

第�図が示すとおり、コサイン類似度の値が大きく

なるほど、比較した文書の内容が「一致」又は「部分

一致」となる組合せが占める割合も大きくなる傾向が

見られた。

文書間の類似度をコサイン類似度の値に適切に反映

させるためには、以下の改善が考えられる。

（�）管理簿への文書記載時に生じた誤植や表記揺れ

の補正

第�図の事例�にもあるように、文書を管理簿に記

載する際に生じた誤植や表記揺れにより、実際には文

書の内容が一致しているにも関わらず、コサイン類似

度の値が小さくなる事例がある。想定される誤植や表

記揺れについて、管理簿に記載された文書を集計する

タイミングで補正しておくことで、文書間の類似度を

適切に反映した値に近づくと考えられる（第�図の事

例�の場合、文書 b のタイトルを「取り扱い要領」

→「取扱要領」に補正しておくことで、内容が一致し

ている文書 a との間のコサイン類似度の値は�とな

る）。

（�）コサイン類似度の算出に用いる単語の選定

前述のとおり、コサイン類似度は文書のタイトルに

含まれる単語に基づき算出したものであり、文書間の

類似度を適切に反映させるためには、コサイン類似度

の算出に用いる単語を適切に選定する必要がある。現

在、ベクトルの次元が概ね300次元程度になるように、

全文書の中から出現回数が多い順に300語程度を選定

しているが、これらの単語の中には「業務」「関係」

など、文書の内容には直接関係しない語も含まれてお

り、コサイン類似度の値にこれらの語の存否が影響を

与えている。一方、文書の内容を特徴づける単語であ

りながら出現回数が少ないためにコサイン類似度の算

出に用いられていない単語もある。単語を適切に選定

することで、コサイン類似度が文書間の類似度をより

適切に反映した指標になると考えられる。

� 行政機関の各課室が保管する文書群の間

の類似度の算出

次に、個々の文書間で算出したコサイン類似度を利

用し、各課室が保管する文書の集合（以下、「文書群」）

の間の類似度を測定することとした。

4.1 類似度の算出手順

第�図は、コサイン類似度を利用して各課室が保管

する文書群の間の類似度の算出手順を模式的に示した

ものである。

第�図について、まず、X 課が管理する文書群

（x1〜x12）と Y課が管理する文書群（y1〜y13）の間
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第�図 コサイン類似度の各値において「一致」「部分一致」「不一致」の各組合せが占める割合



で、各文書の総当りによるコサイン類似度を算出する

（第�図の手順�）。図の事例では、x2 と y3、x11と

y10の各組合せにおけるコサイン類似度が�であり、

両文書のタイトルが同一であることが分かる。また、

x1 と y1、x3 と y4、x4 と y7、x5 と y8、x6と y9、

x10と y12の各組合せにおけるコサイン類似度が大き

く、これらの組合せの文書のタイトルが類似してお

り、その内容も一致（又は部分一致）していると期待

される。一方、x7、x12、y5、y6は比較対象の課が保

管するいずれの文書と比較してもコサイン類似度の値

が小さく、内容の近い文書が相手の課に存在しない

（存在していたとしても、文書のタイトルからは特定

できない）と考えられる。次に、x1〜x12、y1〜y13

の各文書について、相手の課の各文書に対して算出し

たコサイン類似度の中から最大値を求めた上で（第�

図の手順�）、さらにそれらの平均値を求め（第�図

の手順�）、この値を両課室の文書群の間の類似度（以

下、コサイン類似度とは別に、「課室間の類似度」）と

する。課室間の類似度の値が大きくなるほど、両課室

の間でタイトルが類似する文書の組合せが増えること

を意味する。

4.2 行政機関の各課室が保管する文書群の間

の類似度

課室間の類似度の計算を実際の行政機関が保管する

文書群に適用し、文書群の内容が類似している課室の

組合せの特定を試みた。第�表は、行政機関①の�部

局における全45課室の組合せから自課室同士の組合せ

（類似度は�になる）を除いた1,980組について算出し

た課室間の類似度の一覧である。課室間の類似度の平

均が0.36、標準偏差が0.11であることを踏まえ、平均

以上の比較的高い値に着色して表示している。

第�表について、同一の部局内で異なる業務を所掌

する課室よりも、異なる部局において同種の業務を所

掌する課室との間で類似度が大きくなる傾向が見られ

た（第�表中の太枠部分）。この傾向は課室を問わず

共通していたが、個別に見るとA，B，C の�課で明

瞭である一方、G課や H課ではやや不明瞭であった。

また、異なる業務を所掌する課室との間の類似度は全

体的に小さくなるが、C課が関わる類似度はより小さ

く、B 課が関わる類似度は大きくなる傾向が見られ

た。これは、B，C 各課の所掌業務の内容（B 課が部

局全体の総括的な業務を担い、部局内の各課と綿密な

連携を取りながら業務を進める性質があるのに対し
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第�図 各課室が保管する文書群の間の類似度の算出手順



て、C課が予算や物品管理等に特化した業務を担って

いる）の差異によるものと考えられる。

行政機関②についても、各課室間の類似度を算出し

た（第�表）。第�表においても、課室間の類似度の

平均が0.46、標準偏差が0.22であることを踏まえ、第

�表と同様に平均以上の比較的高い値に着色して表示

している。

行政機関②についても同様に、同一の部局内で異な

る業務を所掌する課室よりも、異なる部局において同

種の業務を所掌する課室との間で類似度が大きくなる

傾向が見られた（第�表中の太枠部分）。
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第�表 各課室が保管する文書群の間の類似度（行政機関①の場合）

第�表 各課室が保管する文書群の間の類似度（行政機関②の場合）



� まとめ：管理簿上に記載された文書の分

類・整理に係る支援機能の提案と今後の

課題

5.1 コサイン類似度を利用した文書間の類似

度の測定結果

文書間の類似度を測る指標としてコサイン類似度を

使用し、評価対象とした行政機関内の各課室が保管し

ている文書間の類似度を測定した。コサイン類似度の

算出過程については、管理簿への記載時に生じる誤植

や表記揺れの補正方法のほか、コサイン類似度の算出

に用いる単語の選定方法において改善すべき点が認め

られるが、コサイン類似度が大きな文書の組合せほど

内容が一致する割合が増える結果となった。この結果

から、コサイン類似度が文書間の類似度をある程度反

映する指標として有用であることが示された。

次に、コサイン類似度を利用して各課室が保管する

文書群の間の類似度を測定したところ、異なる部局に

おいて同種の業務を所掌する課室の間で類似度が大き

くなる傾向が見られた。行政機関①、②に共通して見

られたこの傾向は、異なる部局であっても同種の業務

を所掌する課室にはタイトルが良く似た文書が多く保

管されており、自課室の管理簿に追記すべき行政文書

の選定や管理簿（及び共有フォルダ）の分類・構成の

再検討を進める際の参考になることを示唆している。

5.2 管理簿上に記載された文書の分類・整理

に係る支援機能の提案

上記の結果を踏まえ、管理簿上に記載された文書の

分類・整理に係る支援機能として、同種の業務を所掌

する各課室で保管している文書間のコサイン類似度を

用いて、各課室の管理簿に新たに追記すべき文書を提

示する手法を提案することとした。この時、第�図の

結果も踏まえ、�つの文書間のコサイン類似度の値が

0.85以上の場合に、これらの文書の内容が一致又は部

分一致（以下、まとめて「一致」）していると判断した。

第�表は、行政機関②における部局 3ʼ内の J 課が

保管している32文書について、他の	部局内の各 J課

が保管している文書との間でコサイン類似度を算出

し、内容が一致していると判断された文書が存在する

課室の数（第�表中「課室数」欄に記載）を集計した

ものである。

全32文書のうち25文書については第�表中「課室

数」欄の数字が�以上となっており、内容が一致して

いると判断された文書が他の	課室の中にも存在して

いることが示された。特に、課室数が�〜	などの大

きな数字になっている文書については、各部局内の J

課に共通して管理簿に記載して保管すべき文書である

と見られる。これらの文書については、引き続き管理

簿上に記載して保管することを念頭に、文書の分類や

保存期間の妥当性について他の	課室における当該文

書の保管状況も踏まえて確認することが望ましい。ま

た、残りの�文書については、第�表中「課室数」欄

の数字が�となっており、内容が一致していると判断

された文書が他の	課室の中に存在しないことが示さ

れた。これら�文書を個別に見ると、「地盤沈下調査

測量協議会」は部局 3ʼの所管地域に固有の協議体に

関する文書であり、他の地域に同様の協議体が無いた

め、同文書と内容が一致する文書が他の	課室に存在

しなかったものである。このような当該課室の所管地
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第�表 内容が一致する文書が存在する課室数（行政
機関②−部局 3’−J課の事例）



域に固有の事案に関する文書については、他の課室の

文書の有無によらず引き続き管理簿に記載して保管し

ていく必要がある。一方、「測量成果・記録の謄本・

抄本交付事務処理要領」「測量成果進達目録」「測量記

録進達目録」といった具体的な名称の文書は他の	課

室で保管されていなかった。これらは J課ではなく上

級官署又は部局内の他の課室（J課の場合は I 課）で

保管すべき文書の可能性もある。これらの文書につい

ては、主体的に保管すべき課室が何処なのか再確認す

ることが望ましい。また、「測量標の移転、撤去、廃

棄」「基本測量の実施・終了・公示」「資料収集」といっ

た文書も、他の	課室で保管されていなかった。これ

らの文書のタイトルはいずれも中分類の名称と同一で

あり、文書のタイトルから具体的にどのような内容の

文書が集約されているのか想起しづらい特徴がある。

これらの文書については、実際に保管している文書の

内容を確認し、他の	課室における当該文書の保管状

況を参考にして、管理簿上の分類や文書のタイトルを

再検討することが望ましい。

この他、自課室で保管していない文書についても、

他の課室における文書の保管状況を踏まえて新たに管

理簿に追記して保管すべき文書として提示した。第�

表は、部局 3ʼ内の J課では保管されていない文書で

あり、他の	課室の多くで保管されている15文書を示

したものである。

第�表中「課室数」欄の数字が大きいほど他の多く

の課室で当該文書が保管されていることを示す。な

お、表中の分類は他の課室の分類方法に基づくもので

ある。部局 3ʼ内の J課の文書管理担当者は自課室に

おけるこれらの文書の保管状況を確認した上で、管理

簿への記載の要否について検討し、必要に応じて他の

課室における同文書の分類状況や保存期間の設定状況

を踏まえ、文書を管理簿に追記して保管することが求

められる。

以上のとおり、本手法は管理簿に記載された文書間

のコサイン類似度を用いることで、管理簿に追記すべ

き文書の選定や管理簿の分類・構成の再検討を進める

際の参考資料を作成し、一括して各課室の文書管理担

当者に対して提示することができる利点がある。

5.3 今後の課題

今回の提案は、評価対象として選定した�つの行政

機関が保管する文書間の類似度の測定結果に基づいた

ものである。文書間の類似度の測定結果から見られた

傾向や今回の提案の普遍性を示すためには、評価対象

とする機関を増やした上での再実験が必要である。

また、2018年�月に各行政機関の行政文書管理規則

が改正され、これから本格的に各課室の文書管理担当

者が管理簿に記載している文書の妥当性の検証、管理

簿や共有フォルダの分類・構成の再検討を進めていく

ことになる。今後、これらの作業に取り組む機関に対

して今回の提案内容を利用しやすい形にまとめて提供

し、各機関における実務的な検討・作業の場で今回の

提案が他の手法に対してどの程度の利便性や有用性を

持つのか検証する必要がある。

注

�）電子政府の総合窓口 e-GOV．公文書等の管理に

関する法律．

http: // law.e‒gov.go. jp/htmldata/H21/H21HO066.

html，（参照：2018-08-01）．

�）内閣府．行政文書の管理に関するガイドライン．

http: //www8. cao. go. jp / chosei / koubun / hourei /

kanri‒gl.pdf，（参照：2018-08-01）．

�）「文書管理業務の業務・システム最適化計画｣4)

は、こうした実態を踏まえて「文書の作成段階から

の適正な管理を実現する観点から、このようなファ

イルサーバにおける文書管理の在り方も含めた最適
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第�表 行政機関②−部局 3’−J課の管理簿への追記
を検討すべき行政文書



化の方向性を検討する必要がある」と提起していた

が、今般のガイドライン改正までの間、政府として

具体的な取組はなされてこなかった。

�）各府省情報化統括責任者（CIO）連絡会議．文書

管理業務の業務・システム最適化計画．

http: //www.e‒gov.go. jp/doc/pdf/20090828doc2.

pdf，（参照：2018-08-01）．

�）南スーダン共和国に派遣された自衛隊の活動に関

する文書の開示請求において、当初、自衛隊の現地

部隊が毎日記録し、上級部隊である中央即応集団

（以下、「CRF」）司令部に送信していた日報が開示

予定の文書となっていたところ、CRF司令部の管

理職員が日報を開示文書から外すことを意図して部

局内・部局間の調整を指示し、その結果「日報は行

政文書ではなく個人資料である」として開示文書か

ら日報が除外された6)。また、その後あらためて行

われた日報の開示請求に対しても、CRF司令部等

の関係部局は先の開示請求への対応時に開示文書の

中から日報を除外したことを踏まえ、「日報は『用

済み後破棄』の取扱いであり、既に破棄されており

不存在である」として不開示の回答を行った6)。行

政文書を「用済み後破棄」とする運用の根拠は、日

報による CRF司令部への報告が終了した時点で、

日報の行政文書としての目的が終了したと捉え、報

告完了日を当該日報の保存期間の起算日とし、その

日から�年未満の間に廃棄が可能であるとする解釈

による。防衛大臣（当時）は記者会見7)で「開示要

求されたものについて、あるものは開示していくと

いう姿勢を貫くべき。」と述べた一方、上記の解釈

に基づき日報を不開示とした対応については「法律

に反して廃棄されたというものではない。」との見

解を示した。

�）防衛省．特別防衛監察の結果について．

http://www.mod.go.jp/igo/inspection/pdf/special

04_report.pdf,（参照：2018-08-01）．

�）防衛省．防衛大臣記者会見概要．

http://www.mod.go. jp/ j/press/kisha/2017/02/07.

pdf,（参照：2018-08-01）．

	）大阪府豊中市にある国有地の売却をめぐり、約


億5,600万円と鑑定された国有地が約�億3,400万円

で売却された経緯を明らかにするため、衆議院予算

委員会において、財務省が国有地売却先である森友

学園と交渉した際の記録の提出を求められたが、財

務省の担当局長（当時）は「売買契約締結をもって

既に事案が終了しており、記録は残っていない。」

「速やかに事案終了で廃棄をしている。」と答弁して

交渉記録を提出しなかった9)。財務省の行政文書管

理規則10)は「国有財産の処分に関する決済文書」の

保存期間を30年としているが、「交渉記録」など当

該事業の具体的な内容が記録された個別の文書の保

存期間までは定めておらず、これら個別の文書の保

存期間については「本表の規定を参酌し、当該文書

管理者が所掌する事務及び事業の性質、内容等に応

じた保存期間基準を定めるものとする。」としてい

る。その場合の具体的な保存期間の年数について、

同規則細則は「歴史公文書等に該当しない行政文書

の保存期間は�年未満とする。」としている11)。こ

こで問題となる保存期間の起算日について、同規則

は「文書作成取得日の属する年度の翌年度の�月�

日」としつつ、ただし書きにより「文書作成取得日

から�年以内の日であって�月�日以外の日を起算

日とすることが行政文書の適切な管理に資すると文

書管理者が認める場合にあっては、その日とする。」

としている。このただし書きが適用される文書とし

ては、もともと保存期間が長い文書や告示、訓令、

通達（通知日を起算日と見なす）のほか、休暇簿、

出勤簿（暦年の�月�日を起算日と見なす）などが

考えられるが、本答弁はこのただし書きを根拠に売

買契約締結日を行政文書の保存期間の起算日と捉

え、同日から�年未満の間に廃棄することが可能で

あると解釈したものである。


）衆議院．第193回国会 予算委員会 第15号 会議

録．

http://www.shugiin.go.jp/ internet/ itdb_kaigiroku.

nsf/ html/ kaigiroku/ 001819320170224015. htm,（参

照：2018-08-01）．

10）財務省．財務省行政文書管理規則．

https://www.mof.go.jp/procedure/disclosure_etc/

disclosure/honbun.pdf,（参照：2018-08-01）．

11）公文書管理委員会．各府省庁における保存期間�

年未満文書の取扱い．

http: // www8. cao. go. jp/ koubuniinkai/ iinkaisai/
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2017/20170830/shiryou2.pdf,（参照：2018-08-01）．

12）文部科学省による獣医学部新設事業者の選定の過

程で、内閣官房副長官（当時）による政治的関与が

疑われる文書が公になった。当該文書は、内閣官房

副長官（当時）（以下、「副長官」）が文部科学省局

長と面会して官邸や内閣府の考えを伝えた際の発言

内容について、局長からの説明を受けた職員が副長
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